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１ 経歴放送の実施放送局及び回数 

   

候補者が放送局に提出した経歴書に基づいて放送される経歴放送（アナウンサー等

による候補者の経歴の紹介）を行う放送局及びその放送局で行う経歴放送の回数は次

のとおりです。 

放 送 局           
放 送 回 数       

 テレビ  ラジオ 

 日 本 放 送 協 会                （ＮＨＫ）  １回 概ね10回 

 

２ 経歴放送の時間 

   

候補者１人１回につき 30秒以内 

 

３ 経歴書等の提出 

 

（１）選挙期日の公示日の前に提出する場合 

    ア 受付日時及び受付場所 

 
 
 
 
 

   

 

放 送 局       受 付 日 時         受 付 場 所         

 日本放送協会 
 横浜放送局 

 

10月９日(水)～10月11日(金） 

（午前10時～午後５時） 

 

【電子データでの提出】 

10月９日(水)午前10時～ 

10月15日(火)午後５時まで 

※電子データのアップロードは 

 期間内いつでも構いません。 

 

 
日本放送協会横浜放送局 
 
 (横浜市中区山下町281） 
 
 

※電子データにより提出す

るときは、来局していた

だく必要はありません。 

    イ 提出書類等 

①  候補者経歴書 

②  カラーの顔写真 

③  供託書正本の写し 

④  通称認定申請書の写し（通称を使用する場合）
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（２）選挙期日の公示日に提出する場合 

    ア 受付日時及び受付場所 
 
 
 

 
   

放 送 局       受 付 日 時         受 付 場 所         

 日本放送協会 
 横浜放送局 

 
 
10月15日(火) 

（午前８時30分～午後５時） 

 

※電子データでの提出（アップ

ロード）も10月15日(火)午後

５時までです。 

 

 日本放送協会横浜放送局 
 

 (横浜市中区山下町281） 

    イ 提出書類等 

①  候補者経歴書 

②  カラーの顔写真 

 

（３）提出に当たっての注意 

  ア 電子データにより提出するときは、日本放送協会が定める方法により経歴書ほ

か必要書類を提出してくだい。 

  イ 紙媒体により提出するときは、事前に連絡の上、受付場所までお越しください。 

① 経歴書を提出する際は、次により候補者の顔写真を同時に提出してください。

    ・背景無地、無帽、正面向きの顔写真(カラ－) 

 ・大きさ…………縦４センチメ－トル×横３センチメ－トル 

 ・枚 数…………３枚（１枚は経歴書の写真貼付欄に貼り付けてください。）

    ・裏面への記載……選挙区名及び候補者氏名を記入してください。 

   なお、写真が提出期日までに提出されない候補者については、字幕のみのテレ

ビジョン放送による経歴放送となります。 

② 経歴書を提出する際は、必ず、候補者の印鑑を持参してください。 

  ウ 経歴書の記載内容が経歴書として著しく適当でないと認められるときは、その

   修正を求めることがあります。 

     なお、経歴書が提出期日までに提出されない場合又は日本放送協会の修正の求

めに応じられない場合には、日本放送協会は立候補の届出の告示に基づいて経歴

書を調製し、経歴放送を行います。 

 

４ 経歴放送の日時 

 

    経歴放送の日時については、日本放送協会にお問い合わせください。 

    なお、経歴放送は、原則として、それぞれの選挙区ごとに選挙管理委員会がくじで

  定めた選挙公報の掲載順序に基づき行われます。選挙公報の申込みを行わない候補者

 があった場合には、日本放送協会がくじで定めた順序に基づき行われます。 
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５ その他 

     

以上のほか、不明の点については県選挙管理委員会又は日本放送協会にお尋ねくだ

 さい。 

    （連絡先）  神奈川県選挙管理委員会  045-210-1111 内線3179～3182 

        日本放送協会横浜放送局  045-211-0418 


